平成21年3月6日

横浜市立みなと赤十字病院（所在地：中区新山下3-12-1、病院長：西岡清）は、地域医療の充実に貢献するため、従来から地域医療連携に努めてまいりましたが、平成21年2月23日付で、医療法で定める「地域医療支援病院」として承認されました。

これは、地域の病院・診療所などを後方支援する機能を有する病院として承認されるもので、横浜市内の病院としては8番目の承認となります。
みなと赤十字病院は、医療機関相互の適切な役割分担のもと、地域医療機関からの紹介患者や、救急患者を中心とした急性期医療に対し積極的に取り組んでまいります。

みなと赤十字病院の取組み
・地域医療機関との連携を推進するため、初診の患者さんは原則「紹介制」としてお　　

　り、また患者さんの治療後は、病院から「かかりつけ医に逆紹介」しています。

・紹介状のある予約患者さんは、電話による予約受付を実施しています。また、外来ホ－ルに「かかりつけ医案内コ－ナ－」を設置し、かかりつけ医をお持ちでない患者さんに対し、症状に適した医療機関を案内しています。
・「24時間365日　断わらない救急」を基本方針とし、救急専用病床を設置するなど、
高度な救急医療を推進しています。
・当院が保有するリニアックやMRI・CT等、高度医療機器の共同利用を積極的に進めています。
・当院主催の症例検討会や市民講座を開催のほか、地域医療機関で従事する医療関係者を対象にした研修会を開催しています。
＜承認の主な要件＞

1 紹介患者に対する医療提供がなされていること（紹介率60％以上、逆紹介率30％以上）

2 共同利用のための登録制度を設けており、専用病床を確保するとともに、医療機器等の利用が行なえること

3 24時間体制で救急医療の提供を行なえること

4 地域医療従事者を対象とした研修会を行なう体制が整っていること

5 集中治療、検査室、病理解剖室、講義室、図書室等の整備がなされていること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【担当：地域医療連携課　℡628-6365】
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「地域医療支援病院」の承認を受けました








